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資料１

群馬県公共施設のあり方検討委員会 答申(H21.10.23）抜粋

【土屋文明記念文学館】

１ 現 状

土屋文明記念文学館は、土屋文明の業績を記念し、文学に関する県民の理解を深め、も

って教育、学術及び文化の発展に寄与することを目的に平成８年７月に設置された社会教

育施設である。土屋文明に限らず、群馬県出身または群馬県ゆかりの文学者に関する文学

資料を収集・保存、調査・研究し、その成果を開示・公表するとともに文学に関する教育

・普及活動を行っている。文学資料の収集状況は、約 16 万点に上り、土屋文明を中心と
する常設展示や様々な文学に関する企画展、特別展を開催している。また、文学館外の活

動として、巡回展示や出張展示、貸出展示などを行うとともに、文学に関する様々な講座

を開催するなど、普及活動にも取り組んでいる。

入館者数は、平成８年度の開館時約３万７千人あり、平成 10 年度に約４万１千人とな
りピークを迎え、その後徐々に減少し、平成 19 年度は約１万９千人で、うち観覧者とそ
の他利用（講演会、学習会、各種団体の研修会等）が約半分ずつとなっている。観覧者は

個人の利用が多く、特に県立の他の文化・教育施設と比べて、学校等の団体利用が少ない。

本施設は、高崎市立「上毛野はにわの里公園（歴史公園）」内に位置しており、園内に

は、国指定の古墳群や市立かみつけの里博物館などがある。

２ 施設の今後のあり方

(1) 施設の必要性について

土屋文明記念文学館は、本県の文学に関する中心施設として、県民に対して様々な情報

を提供するとともに、貴重な資料の収集に努めており、その設置目的は今日においても失

われていないと考える。施設の今後のあり方としては、継続とすることが適当であるが、

入館者数はピーク時から半減し、観覧者数で見ると、年間１万人に達していない現状であ

る。

本施設は、その館名から、個人文学館のイメージが強いが、実態は総合的な文学館であ

り、その機能を高め、また、利用者の増加を図るため、館名変更を含めて、文学館のあり

方について専門的視点及び県民の視点から検討する必要があると考える。

(2) 管理運営方法について

① 本施設に対して県民が求めるサービスを再検討し、施設の位置付けを明確にした上で、

提供するサービスについて重点化していく必要がある。

② 職員体制（嘱託を含む）について、入館者数や業務内容を踏まえた分析・見直しを行

う必要がある。その際には、ボランティアの積極的な活用も検討されたい。

(3) 管理運営主体について

① 歴史公園内に位置しており、公園全体としての機能を発揮させる観点から、施設相互

の連携方法等について、高崎市とよく話し合いをする必要がある。

② 県直営による管理運営が適当であると考えるが、民間のノウハウを活用する観点から、

指定管理者制度について、他県での導入、活用状況など、情報収集に努められたい。


